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生涯学習課

ひたち生き生き百年塾推進本部における
ソーシャルメディアの活用に関するガイドライン

情報通信技術の進歩により、ブログやツイッター、フェイスブック等のソーシャルメディアは、近年、広く利用されるようになっており、今や国民の生活に身近な情報の伝達手段となっている。ひたち生き生き百年塾推進本部（以下、「百年塾」という。）においても、これらソーシャルメディアを有効に活用することで、市民へ生涯学習情報を効果的に伝えられるだけでなく、それらを通じ市民からの意見を聴取することが可能となっており、今後ますます活用が求められる。
しかしながら、ソーシャルメディアには匿名性や一方的な記述が可能であるといった特性もあり、不正確な情報や不用意な記述が意図しない問題を引き起こし、大きな影響や混乱をそうじさせる場合もある。そのため、百年塾においてソーシャルメディアを活用する場合には、推進委員がソーシャルメディアの特性や自らに関わる社会的規範などを十分理解する必要がある。
そこで、百年塾において、ソーシャルメディアが適切に活用されるよう、推進委員がソーシャルメディアの運用を開始する際の基本的な考え方や留意点を明らかにする「ひたち生き生き百年塾におけるソーシャルメディアの活用に関するガイドライン」（以下、「ガイドライン」という。）を策定する。


１　ソーシャルメディアの定義
　　ソーシャルメディアとは、ブログ、ソーシャルネットワーキングサービス（ＳＮＳ）、ツイッター、電子掲示板等に代表される、インターネット上で提供されるウェブ（Ｗｅｂ）サービスを利用して、利用者が情報を発信、あるいは相互に情報のやりとりを可能とする情報伝達媒体をいう。

２　運用担当者の指定及び役割
（１）ソーシャルメディアの運用に際し、日立市教育委員会生涯学習課長（以下、「運用管理者」という。）は、予めソーシャルメディアを運用する運用者を指定するものとする。
（２）運用者が情報を発信する場合は、予め運用管理者の承認を得るものとする。
３　運用上の注意事項
（１）本来のウェブサイトのアドレスが分からなくなるＵＲＬ短縮サービスは使用しないこととする。
（２）第三者アカウントの投稿引用や、第三者が管理又は運用するページへのリンクの掲載は、慎重に行うこと。
（３）成りすまし等の防止対策として、百年塾ホームページにおいて、利用するソーシャルメディアのサービス名及びそのサービスにおけるアカウント名もしくは当該アカウントページへのリンクを明記しなければならない。
（４）百年塾が運用していないソーシャルメディア上のアカウントを発見した場合には、運用管理者に速やかに連絡し、運用管理者は、百年塾ホームページにおいて、当該ソーシャルメディアを利用していない旨の告知を速やかに行い、注意喚起を行わなければならない。
（５）このガイドラインに定めるもののほか、必要な事項については運用管理者に協議するものとする。

４　百年塾の情報発信の基本原則
（１）百年塾あるいは百年塾と利害関係にある者又は団体の秘密に関する情報を発信してはならない。
（２）百年塾及び他者の権利を侵害する情報を発信してはならない。
（３）百年塾のセキュリティを脅かすおそれのある情報を発信してはならない。

５　ソーシャルメディア活用の基本原則
（１）ソーシャルメディアを活用して情報を発信する場合には、法律、法令等に違反することがないよう、基本的人権、肖像権、プライバシー権、著作権等に関して十分配慮しなければならない。
[bookmark: _GoBack]（２）一度インターネット上に公開された情報は、完全には削除できないことを理解し、発信する情報は正確に記述するとともに、その内容について誤解を招かないよう留意する。
（３）発信した情報により、意図せずして他者を傷つけ、もしくは誤解を生じさせた場合には、誠実に対応するとともに、正しく理解されるよう努めなければならない。また、発信した情報に関し攻撃的な反応があった場合には、冷静に対応し無用な議論となることは避けなければならない。


（４）次に掲げる情報は発信してはならない。
　　ア　不敬な言い方を含む情報
　　イ　人種、思想、信条等の差別、又は差別を助長させる情報
　　ウ　違法行為又は違法行為を煽る情報
　　エ　単なる噂や噂を助長させる情報
　　オ　わいせつな内容を含むホームページへのリンク
　　カ　その他公序良俗に反する一切の情報

６　インターネット関連用語
	語　句
	意　味

	アカウント
	コンピュータやネットワーク上のサービスを利用する時に必要なＩＤの事

	アドレス
	コンピュータやネットワーク上の特定の場所を示す住所のこと

	インターネット
	世界中に広がる通信ネットワーク（網）のこと

	ツイッター
	ツイッター社（Twitter Inc.）が運営するインターネット上のサービス。利用者が「ツイート」とよばれるつぶやきを投稿し、双方向のやりとりを行うことができる。

	フェイスブック
	フェイスブック社（Facebook Inc.）が運営するインターネット上のサービス。多くの利用者が実名登録をし、日記機能やメッセージ機能を利用して双方向のやりとりを行うことができる。

	ブログ
	自分の感想や意見を日記風に記して、それに対する感想などを閲覧者が自由にコメントできる形式のＷｅｂサイトのこと。

	リンク
	正式には、ハイパーリンク。ホームページの画像や文書などに、他のホームページへ移動できる情報を仕組むこと。
例えば、リンクの貼られた画像をクリックすると他のホームページに移動できる。

	ＵＲＬ
	ホームページアドレスとも呼ばれ、インターネット上にある情報の場所を指し示す住所のようなもの。
※ＵＲＬ短縮とは　長いＵＲＬを短くしたもの。
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